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○道志村介護保険事業者における事故発生時の取扱いに関する要綱 

平成１９年３月２９日 

訓令第８号 

改正 平成２５年３月３１日訓令第３号 

平成２７年４月１日訓令第４号 

平成２９年８月１日訓令第２６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介

護保険の指定を受けた事業所（以下「事業者」という。）が行う介護保険

適用サービス（以下「サービス」という。）の提供中に発生した事故につ

いて、山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例（平

成２４年山梨県条例第５８号）、道志村指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年道志村条例第

９号）、山梨県指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例（平

成２６年山梨県条例第７８号）、山梨県指定介護予防サービス等の事業に

関する基準等を定める条例（平成２４年山梨県条例第５９号）、道志村指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例（平成２５年道志村条例第１０号）、道志村指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７

年道志村条例第１４号）、山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を

定める条例（平成２４年山梨県条例第６０号）、山梨県介護老人保健施設

に関する基準を定める条例（平成２４年山梨県条例第６１号）及び山梨県

指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例（平成２４年山梨県条

例第６２号）（以下これらを「運営基準条例」という。）に定めるところ

により、当該介護保険事業者が村長に事故報告（以下「報告」という。）

を行う場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。 

（事業者のとるべき措置） 

第２条 事業者は運営基準条例に基づき、発生した事故の状況等を速やかに

村長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

（報告の対象） 

第３条 報告を行う対象となる事故は、サービス提供中（送迎を含む。）に

発生した利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）の事故とする。 

（事故の範囲） 

第４条 報告を行う事故の範囲は、事業者の過失の有無を問わず、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

（１） 医療機関での受診を要する傷害事故又は死亡事故が発生した場合  

（２） 食中毒並びに感染症及び結核が発生した場合 

（３） 職員（従業者）の法令違反、不祥事等によって事故が発生した場



2/2 

合 

（４） 前各号に掲げるもののほか、事業者が報告を必要と認める事故が

発生した場合 

（報告） 

第５条 事業者は、事故発生後速やかに、村へ電話で報告するものとする。  

２ 事業者は、事故処理が済み次第、速やかに事故報告書（様式第１号）を

村長に提出するものとする。ただし、事故処理が長期化する場合は、適宜

途中経過を文書又は電話にて報告しなければならない。 

（対応） 

第６条 報告を受けた村は、関係する保険者と連携を図り、事故に係る状況

を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じ、保険者として必要な

対応策を講ずるものとする。 

２ 村長は、必要と認めた場合、山梨県福祉保健部健康長寿推進課に介護保

険サービス提供中の事故発生に係る報告書（様式第２号）により報告する

ものとする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年訓令第３号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年訓令第４号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年訓令第２６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 


